
鹿島市カーボンニュートラルに向けた戦略策定支援業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 委託業務名 

鹿島市カーボンニュートラルに向けた戦略策定支援業務委託 

 

２ 業務の概要 

（１）業務の目的 

国は令和２年１０月に「2030年度に温室効果ガスを 2013年度比 46％削減、2050年ま

でに脱炭素社会の実現」を宣言し、地方自治体の脱炭素の取組を定めた「地域脱炭素ロ

ードマップ」を策定した。これをうけて、本市においても令和４年９月には、2050年の

温室効果ガス排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明し、市

民、事業者、NPO等と行政が協働で温暖化対策に取り組んでいる。 

ゼロカーボンシティの実現に向けて、本市の特性を踏まえた再生可能エネルギー導入

目標を策定し、取り組んでいくことが重要である。また、脱炭素の実現に向けて、地域

課題の解決にも貢献する取組を効果的に推進するためには、目標達成に向けた脱炭素戦

略を策定し、施策間連携も効果的進めていくことが重要である。 

以上より、本業務は、本市の再生可能エネルギー導入目標を検討するとともに、本市

のカーボンニュートラル達成に向けた戦略の策定について検討するものである。 

 

（２）業務内容 

「鹿島市カーボンニュートラルに向けた戦略策定支援業務委託」仕様書（以下「仕様

書」という。）のとおり。 

（３）委託期間 

契約締結日から令和６年１月５日（金）まで 

（４）委託料の積算額上限 

１０，０３２，０００円（消費税及び地方消費税相当額含む） 

※ この積算額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案の規模を示すためのもの

であることに留意すること。また、提案価格書を提出する際は提案価格上限額を超えて

はならない。 

 

３ 参加者の資格要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げるすべての資格を満たしている事業

者であることとする。ただし、契約締結日までの間に当該参加資格要件を満たさなくなっ

た場合は、その時点で失格とする。 

（１）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定のいずれにも該当

していないこと。 

（２）会社更生法(昭和２７年法律第１７２号)に基づき、更正手続き開始の申し立てがなさ

れている者でないこと。 



（３）民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき、再生手続き開始の申し立てがなさ

れている者でないこと。 

（４）契約締結までの間に、「鹿島市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要

領」その他の国、地方自治体の規定に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（５）納税すべき国税及び地方税の滞納が無いこと。 

（６）鹿島市暴力団排除条例（平成２４年鹿島市条例第１０号）第２条第１号に規定する暴

力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等ではないこ

と。 

（７）過去３年以内に国または地方公共団体等の発注による、環境基本計画及び地球温暖化

対策実行計画など、本業務の内容と同種の業務又は類似の業務の委託実績があること。 

 

４ 本プロポーザルに関する質問及び回答方法等 

本プロポーザルに関する質問は、企画提案書等の作成に係る質問に限るものとし、評価

及び審査に係る質問は、一切受け付けないものとする。 

ア 提出書類 

企画提案についての質問書（様式２） 

イ 提出方法 

１１に記す事務担当へ電子メールにより提出すること。この場合において、件名は、

｢プロポーザルに関する質問（事業者名）｣とすること。また、電子メール送信後に電話

にて電子メール到着の確認をすること。 

ウ 質問受付期間 

令和５年６月１９日（月）～６月２３日（金）午後５時まで（必着） 

エ 回答方法 

受け付けた質問の趣旨と回答は、質問者に電子メールにて送付する。また、質問及び

回答の共有のため鹿島市ホームページにて公表する。ただし、軽微な質問については、

質問者にのみ口頭により回答する場合もあり。 

 

５ 選定スケジュール（予定） 

（１）企画提案募集開始    令和５年６月１９日（月） 

（２）質問受付（企画提案書等作成に関して） 令和５年６月２３日（金）午後５時

まで 

（３）質問に対する回答公表   令和５年６月２９日（木）まで随時 

（４）参加表明届提出期限   令和５年７月５日（水）午後５時まで 

（５）必要書類提出期限    令和５年７月１２日（水）午後５時

まで 

（６）プレゼンテーション・ヒアリング審査 令和５年７月１８日（火） 

（７）審査結果通知（＝受託候補者決定）  令和５年７月２１日（金） 

（８）契約     令和５年７月２４日（月）以降 



 

６ 参加資格確認 

企画提案への参加を希望する事業者（以下「応募事業者」という。）は、次のとおり、参

加表明及び参加資格確認資料等を提出すること。 

（１）提出書類 

・様式 1「参加表明届」 

・様式 3「参加資格確認資料」 

（２）提出期限 

令和５年７月５日（水）午後５時必着 

（３）提出方法及び提出先 

１１に記す事務担当へ電子メールにより提出すること。なお、電子メール送信後に電

話にて電子メール到着の確認をすること。 

（４）注意事項 

・ 提出書類の作成・提出に要する経費は、応募事業者の負担とする。 

・ 応募事業者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契

約締結後に虚偽の記載があることが判明した場合は、契約を解除することがある。 

・ 提出書類の提出後に辞退する場合には、１１に示す連絡先に速やかに連絡するこ

と。 

 

７ 審査 

（１）必要書類提出について 

ア 必要書類 

（ア）企画提案書（任意様式）正１部、副１０部 

（イ）費用見積書（任意様式）正１部、副１０部 

イ 提出期限 

令和５年７月１２日（水）午後５時必着 

ウ 提出方法 

１１に記す事務担当へ持参又は簡易書留での郵送とする。 

エ 記載事項 

・ 「ア 必要書類」のうち、「（ア）企画提案書（任意様式）」については、Ａ４判

１０枚（両面使用時２０ページ・フォントサイズは 10.5ポイント以上）以内（表

紙、目次は除く）で簡潔明瞭に作成することとし、次の①～⑤について明記する

こと。 

①事業者の概要 

経営規模、組織内容、取扱業務内容、業務実績等のほか、一部再委託があ

る場合は再委託先も記載 

②事業内容 

鹿島市カーボンニュートラルに向けた戦略策定の項目ごとの詳細な事業



内容、運用体制など 

③業務実施スケジュール 

目的を達成するための各業務の詳細なスケジュール 

④業務実施体制 

各業務責任者、各業務の実施に関する体制など 

⑤事務連絡体制 

想定される関係機関等との必要な連絡体制、手法等のほか、トラブル発生

時の緊急時連絡体制も記載 

・ 「ア 必要書類」のうち、「（イ）費用見積書（任意様式）」については、人件費、

事業費などの内訳が分かるように積算を記載すること。 

オ 提出データの取扱い 

・ 提出された提出資料は、審査の必要上、複製を作成することがある。 

カ 注意事項 

・ 必要書類の作成及び提出に要する経費は、応募事業者の負担とする。また、プレ

ゼンテーションへの参加に要する経費も同様とする。 

・ 応募事業者が必要書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契

約締結後に虚偽の記載があることが判明した場合は、契約を解除することがあ

る。 

・ 必要書類の提出後に辞退する場合には、１１に示す連絡先に速やかに連絡する

こと。 

（２）審査方法 

   審査方法は、「別紙１ 鹿島市カーボンニュートラルに向けた戦略策定支援業務受託

候補者選考方法」「別紙２ 鹿島市カーボンニュートラルに向けた戦略策定支援業務委

受託候補者選考基準」に基づき行う。 

（３）審査は非公開とする。 

（４）プレゼンテーションの実施 

提出された書類及び企画提案に関するプレゼンテーション・ヒアリングによる審査を

次のとおり実施し、その結果最も優れた企画提案を提出した事業者を契約の優先交渉権

者として選定する。 

ア 日時 令和５年７月１８日（火）※時間の詳細は提案事業者に別途連絡する。 

イ 会場 新世紀センター（鹿島市第二庁舎）会議室 

ウ 実施の順番 

プレゼンテーションは、参加表明届の受付順で実施する。実施時間については、本

プロポーザルの参加者（以下「参加者」という。）に電子メールにより通知する。 

エ 実施方法 

・ 参加者によるプレゼンテーション及び審査委員によるヒアリングの所要時間は、

１参加者あたり２５分程度（プレゼンテーション１５分以内、質疑応答約１０

分）の予定。 



・ プレゼンテーション及び審査委員によるヒアリングには、1参加者あたり５名ま

で出席を認める。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、Web会議

システムを使用したプレゼンテーションを実施する可能性がある。その場合は、

出席者数を制限しない。 

・ 審査当日に新たな説明資料を追加することは認めない。 

・ プロジェクター・スクリーンについては本市が準備する。 

（５）審査結果 

選定結果は、参加者に対し、電子メールにより通知する。また、鹿島市のホームペー

ジ上にも公表する。 

（６）契約候補者の決定方法 

ア 提出された企画提案書等を審査し、総合得点が最も高い者を優先交渉権者に、

次に得点が高い者を次点交渉権者として選定する。 

イ 最高得点の者が複数いる場合は、審査委員の合議により優先交渉権者及び次点交

渉権者を選定する。 

ウ 参加者が１者であった場合でも、本プロポーザルは成立する。 

 

８ 提案の無効 

参加者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、審査委員会において審査の上、当該

参加者が行った提案を無効とする。 

（１）本プロポーザルにおいて提出すべき書類（以下「提出書類」という。）について、こ

の要領に示した提出方法及び提出期限を正当な理由無く守らなかったとき。 

（２）提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

（３）３に記した「参加者の資格要件」に掲げる要件を満たさなくなったとき。 

（４）見積金額が委託限度額を超えたとき。 

（５）審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

 

９ 契約の締結 

（１）優先交渉権者として選定された者と契約締結の交渉を行う。詳細な契約内容について

は、その交渉時において仕様書の変更調整を行い決定する。よって、当初仕様書に変

更が生じる可能性があることから柔軟に対応すること。 

（２）優先交渉権者との交渉が不調となったときは、次点者と契約締結の交渉を行うものと

する。 

（３）本業務により作成された成果品に関するすべての権利は本市に帰属する。 

 

１０ 留意事項 

（１）本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。 

（２）提出書類の作成のために本市から受領した資料等は、本市の承諾なく公表、又は使用

してはならない。 



（３）提出された書類は、参加者に無断で本プロポーザルの目的以外の目的に使用しない。 

（４）提出書類の提出期限後の再提出又は差替えは認めない。 

（５）提出された書類は返却しない。 

（６）受託者は、本業務の全部を再委託してはならない。 

（７）参加者は、参加表明書の提出をもって、この要領及び仕様書案等の記載内容を承諾し

たものとみなす。 

 

１１ 事務担当（企画提案書等の提出先及び質問先） 

〒849-1312 

佐賀県鹿島市大字納富分 2643番地 1 

鹿島市建設環境部ゼロカーボンシティ推進課（担当：江島） 

電話 0954-63-3416 

電子メール kankyou@city.saga-kashima.lg.jp 


